






 

トキソプラズマ(T)は慢性不顕性感染をおこすことが多いため,妊婦の初感染と出生児感染

を診断するには IgM抗体の証明が必要である。しかし,Ｔ症では感染経過に伴う IgM 抗体の

消長はなお明らかではなく,証明法も原理的には多くの方法が考えられるが,臨床的に容易

に実施しうる IgM 抗体検査法が確立されているわけではない。従って現状では先天性Ｔ症

の実態があいまいであり,初感染妊婦や先天性Ｔ症児の治療においても適切な処置を行な

い得ない憾があった。われわれはこの診断上の問題を解決するため IgM抗体の簡便な証明

法として,(1)酵素抗体法によるもの,(2)ブドウ球菌プロティンAを用いて IgG 抗体を吸収

し残存抗体を測定する方法を開発し,実際に用いて良い結果を得ていく。 

 しかしながら,ここにいたり,Ｔ症診断に関し,種々検査法の乱用,検査結果の判断,結果

の意義づけ等,検査法そのものにまつわる混乱が生じつつある。その混乱はわが国における

検査制度に源を求める事が出来るのだが,現行でこの混乱を最少にくいとめるには検査法

の標準化あるいは一本化,標準陽性血清の設定等いくつかの方法が考えられる。そこで検査

法の標準化に近づくために,最近最も多く利用されていると思われる方法を,Ｔ症診断上,

最も信頼のおける検査法である色素試験との相関性を求めることにより,さらに標準陽性

血清はトキソプラズマ膜特異モノクロナル抗体を作成することにより解決出来ないかと考

え,いくつかの研究を行ったので報告する。 


